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議案第 17号

令和 3年度船橋市一般会計補正予算

令和 3年度船橋市の一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,442,711千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 229, 673,418千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、 「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

令和 3年 11月 25日提出

船橋市長 松戸 徹
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第 1表歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

60 国庫支出金 46,922,634 4,442,711 51,365,345 

15 国庫補助金 9,282,622 4,442, 711 13,725,333 

歳 入 合 計 225,230,707 4,442,711 229,673,418 

（単位：千円）
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一般会計

歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

20 民生費 99,686,168 4,442,711 104,128,879 

15 児童福祉費 46; 100,474 4,442,711 50,543,185 
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歳 出 合 計 225,230,707 4,442, 711 22~,673,418 



議案第１８号 

 

 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和３年１１月２５日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

   特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 特別職の職員の給与等に関する条例（昭和３１年船橋市条例第１４号）の一部を

次のように改正する。 

改正後 改正前 

 (期末手当)  (期末手当) 

第5条 (略) 第5条 (略) 

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退

職し、又は死亡した市長等にあっては、退

職し、又は死亡した日現在)において市長

等が受けるべき給料及び地域手当の月額

の合計額に、当該合計額に100分の20を乗

じて得た額を加算した額を期末手当基礎

額として、100分の207.5を乗じて得た額

に、基準日以前6箇月以内の期間における

その者の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退

職し、又は死亡した市長等にあっては、退

職し、又は死亡した日現在)において市長

等が受けるべき給料及び地域手当の月額

の合計額に、当該合計額に100分の20を乗

じて得た額を加算した額を期末手当基礎

額として、100分の222.5を乗じて得た額

に、基準日以前6箇月以内の期間における

その者の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

 (1)～(4) (略)  (1)～(4) (略) 

第２条 特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 (期末手当)  (期末手当) 

第5条 (略) 第5条 (略) 

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退

職し、又は死亡した市長等にあっては、退

職し、又は死亡した日現在)において市長

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退

職し、又は死亡した市長等にあっては、退

職し、又は死亡した日現在)において市長
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等が受けるべき給料及び地域手当の月額

の合計額に、当該合計額に100分の20を乗

じて得た額を加算した額を期末手当基礎

額として、100分の215を乗じて得た額に、

基準日以前6箇月以内の期間におけるそ

の者の在職期間の次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得

た額とする。 

等が受けるべき給料及び地域手当の月額

の合計額に、当該合計額に100分の20を乗

じて得た額を加算した額を期末手当基礎

額として、100分の207.5を乗じて得た額

に、基準日以前6箇月以内の期間における

その者の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

 (1)～(4) (略)  (1)～(4) (略) 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月１日から

施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 

 一般職の職員の給与改定にならい、市長等の特別職の職員の期末手当の額の改定を行う

必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 
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議案第１９号 

 

 一般職の職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を

改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和３年１１月２５日提出 

 

                        船 橋 市 長  松  戸   徹 

 

 

   一般職の職員の給与に関する条例及び会計年度任用職員の給与等に関する条例の一

部を改正する条例 

 

 （一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（昭和２７年船橋市条例第２１号）の一部を次

のように改正する。 

改正後 改正前 

 (期末手当)  (期末手当) 

第28条 (略) 第28条 (略) 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100

分の112.5を乗じて得た額に、基準日以前

6箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100

分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前

6箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) (略)  (1)～(4) (略) 

3 再任用職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「100分の112.5」と

あるのは、「100分の62.5」とする。 

3 再任用職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「100分の127.5」と

あるのは、「100分の72.5」とする。 

4～6 (略) 4～6 (略) 

第２条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 (期末手当)  (期末手当) 

第28条 (略) 第28条 (略) 

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100 2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100
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分の120を乗じて得た額に、基準日以前6

箇月以内の期間におけるその者の在職期

間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。 

分の112.5を乗じて得た額に、基準日以前

6箇月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) (略)  (1)～(4) (略) 

3 再任用職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「100分の120」とあ

るのは、「100分の67.5」とする。 

3 再任用職員に対する前項の規定の適用

については、同項中「100分の112.5」と

あるのは、「100分の62.5」とする。 

4～6 (略) 4～6 (略) 

 （会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第３条 会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年船橋市条例第１３号）の一部

を次のように改正する。 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 

1～3 (略) 1～3 (略) 

 (期末手当の特例)  (期末手当の特例) 

4 (略) 4 (略) 

5 令和3年12月の期末手当の額に限り、第

11条第1項の規定によりその例によるこ

ととされる一般職の職員の給与に関する

条例第28条第2項の規定の適用について

は、同項中「100分の112.5」とあるのは、

「100分の127.5」とする。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月１日から

施行する。 

 

 

 

 

理 由 

 

 官民較差の是正並びに国、県及び近隣市等との均衡を図るため、国家公務員に対する人

事院勧告等にならい、一般職の職員の給与について改定を行う等の必要がある。これが、

この条例案を提出する理由である。 
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